令和７年度新規就農者調査実施要綱

令和８年３月１３日
山梨県担い手・農地対策課

新規就農者調査実施要領に基づき山梨県が実施する令和７年度新規就農者調査については、以下により行うものとする。

１　調査の目的
本調査は、実施要領に基づき、令和７年度における新規就農者の状況を把握することを目的とする。

２　調査対象期間
令和７年５月１日から令和８年４月３０日まで

３　調査対象者
実施要領第３に定める以下の者
· 新規自営就農者
· 新規雇用就農者
· 過年度未報告者（要件を満たす者）

４　調査様式
　　別添の調査票様式（令和７年度版）を使用すること。

５　回答方法
郵送、持参、ＦＡＸによる調査票の送付もしくは別途送付するmicrosoft formsによるアンケート回答

６　提出期限
担い手・農地対策課が別途指定する日

７　提出先
担い手・農地対策課が別途指定する日

８　留意事項
· 調査票の記載内容は、正確かつ漏れの無いよう記入すること。
· 個人情報の取扱いについては、実施要領第５に基づき、適切に管理する　　こと。
· 外国人雇用者について、技能実習・特定技能等の制度利用状況を明記すること。

９　問い合わせ先
山梨県農政部担い手・農地対策課（担い手支援担当）
電話番号：０５５－２２３－１６２１
E-mail：ninaite@pref.yamanashi.lg.jp
